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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子アセンブリを製造するための方法であって、
　基材上のパターン化導電性ナノワイヤ層を覆うレジスト層に導電性接着剤を適用するこ
とと、
　電子部品の電気接点を前記導電性接着剤と係合させて、前記電子部品と前記導電性ナノ
ワイヤ層との間に電気的接続を提供することと、
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記導電性接着剤が、中に金属粒子を有する接着剤の層を備える、請求項１に記載の方
法。
【請求項３】
　前記基材上の前記パターン化導電性ナノワイヤ層が、
　ナノワイヤを含む導電性層で基材をコーティングすることと、
　前記導電性層上にレジストマトリクス材料でパターンを適用して、露出した導電性層の
１つ又は２つ以上の第１の領域と、レジストマトリクス材料の１つ又は２つ以上の第２の
領域と、を前記基材上に生成することと、
　前記レジストマトリクス材料を固化又は硬化させることと、
　前記パターンにストリッピング可能なポリマー層を上塗りすることと、
　前記ストリッピング可能なポリマー層を固化又は硬化させることと、
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　前記ストリッピング可能なポリマー層を前記基材から剥離することと、
　前記露出した導電性層を前記基材の前記１つ又は２つ以上の第１の領域において前記基
材から除去して、前記基材上に前記パターン化導電性ナノワイヤ層を形成することと、に
よって生成され、前記パターン化導電性ナノワイヤ層が、前記レジストマトリクス材料に
よって覆われるナノワイヤを含む、請求項１又は２のいずれかに記載の方法。
【請求項４】
　前記基材上の前記パターン化導電性ナノワイヤ層が、
　ナノワイヤを含む導電性層で基材をコーティングすることと、
　前記導電性層上にストリッピング可能なポリマー液形成層でパターンを適用して、露出
した導電性層の１つ又は２つ以上の第１の領域と、前記ストリッピング可能なポリマー液
形成層で被覆された１つ又は２つ以上の第２の領域と、を前記基材上に生成することと、
　前記ストリッピング可能なポリマー液形成層を固化又は硬化させてストリッピング可能
なポリマー層にすることと、
　前記ストリッピング可能なポリマー層を前記基材から剥離することと、前記基材の前記
１つ又は２つ以上の第２の領域において前記導電性層の部分を除去して、前記基材上に前
記パターン化導電性ナノワイヤ層を形成することと、によって生成される、請求項１又は
２のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　前記導電性接着剤が、
　基材上の前記パターン化導電性ナノワイヤ層を覆う前記レジスト層に転写テープの第１
面を適用すること、
　前記第１面の反対側の前記転写テープの第２面上で、電子部品の金属接点を導電性接着
剤層と係合させて、前記電子部品と前記導電性ナノワイヤ層との間に電気的接続を提供す
ることと、によって適用され、
　前記転写テープの前記第１面が、金属粒子を含む接着性マトリクスを含む第１の導電性
接着剤層を備え、前記接着性マトリクスが、感圧性接着剤、熱接合接着剤、又はこれらの
組み合わせを含み、前記金属粒子が、前記レジスト層から突出するナノワイヤと接触する
、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　電子アセンブリであって、
　導電性ナノワイヤのパターンを上に備える基材であって、前記導電性ナノワイヤが、レ
ジストマトリクス材料の層によって覆われる、基材と、
　前記レジストマトリクス材料の層上の導電性接着剤と、
　前記導電性接着剤と接触している電子部品の電気接点と、
　を備える、電子アセンブリ。
【請求項７】
　前記レジストマトリクス材料が、約１０ナノメートル～約３００ナノメートルの厚さを
有する、請求項６に記載の電子アセンブリ。
【請求項８】
　前記導電性接着剤が転写テープを備え、前記転写テープが、前記レジストマトリクス材
料の層と接触する第１の導電性接着剤層を上に有する第１面と、前記第１面の反対側の第
２面と、を備え、前記第２面が、前記電子部品の前記電気接点と接触する第２の導電性接
着剤層を備える、請求項６又は７のいずれかに記載の電子アセンブリ。
【請求項９】
　前記第１の導電性接着剤層が金属粒子を含む接着性マトリクスを含み、前記金属粒子が
、銀、金、銅、アルミニウム、又はこれらの組み合わせを含む、請求項８に記載の電子ア
センブリ。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
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　透明伝導体は、コンピュータ、スマートフォン、及び他のグラフィックベースのスクリ
ーンインターフェイスを用いた人間の接触又は身振りによる対話型操作を可能にするため
に、タッチスクリーンに用いられる。ナノワイヤは、透明伝導体の製造に好適な材料の１
つである。例えば、「Ｎａｎｏｗｉｒｅ－Ｂａｓｅｄ　Ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　Ｃｏｎ
ｄｕｃｔｏｒｓ」と題するＰＣＴ公開である国際公開第２００７／０２２２２６号は、コ
ンピュータと共に使用されるためのタッチスクリーンの生産を可能にするために好適なグ
リッドにパターン化されることができる、Ｃａｍｂｒｉｏｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎによって販売されるナノワイヤ材料を開示する。
【０００２】
　３Ｍの出願番号第６９８７９ＵＳ００３号は、導電性材料が基材上でパターン化されて
（例えば、印刷されて）電気トレースになる、タッチスクリーン装置の効率的な生産のた
めのプロセスを記載する。このプロセスは、基材が展開され、印刷及び乾燥／硬化などの
変換操作が行われ、次にパターン化基材が更なる輸送及び加工のために再度巻かれてロー
ルになる、ロールツーロールプロセスで行われ得る。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　３Ｍの出願番号第６９８７９号に記載されるプロセスによって形成されるパターン化導
電性材料は、例えばタッチスクリーンディスプレイに使用するためのタッチセンサなどの
電子アセンブリを生産するために、電子回路構成要素に接続されることができる。本開示
は、３Ｍの出願番号第６９８７９ＵＳ００３号に記載されるプロセスによって形成される
パターン化導電性層を、例えばフレキシブル回路などの電子回路構成要素に接続して、電
子装置の構成要素として使用され得る電子アセンブリを形成するためのプロセスを対象と
する。本開示は、これらの相互接続プロセスを使用して構成される、例えばタッチスクリ
ーンディスプレイなどの電子装置を更に対象とする。
【０００４】
　一実施形態では、本開示は、電子アセンブリを製造するための方法であって、基材上の
パターン化導電性ナノワイヤ層を覆うレジスト層に導電性接着剤を適用することと、電子
的構成要素の電気接点を導電性接着剤と係合させて、電子的構成要素と導電性ナノワイヤ
層との間に電気的接続を提供することと、を含む、方法を対象とする。
【０００５】
　別の実施形態では、本開示は、電子アセンブリであって、導電性ナノワイヤのパターン
を上に有する基材であって、導電性ナノワイヤが、レジストマトリクス材料の層によって
覆われる、基材と、レジストマトリクス材料の層上の導電性接着剤と、導電性接着剤と接
触している電子的構成要素の電気接点と、を含む、電子アセンブリを対象とする。
【０００６】
　更に別の実施形態では、タッチスクリーンディスプレイは、液晶ディスプレイ及び電子
アセンブリを含む。電子アセンブリは液晶ディスプレイ上のガラス基材を含み、そのガラ
ス基材は、導電性ナノワイヤのパターンをその上に有する。導電性ナノワイヤは、レジス
トマトリクス材料の層によって覆われる。導電性接着剤はレジストマトリクス材料の層の
上に存在し、フレキシブル回路の電気接点は導電性接着剤と接触している。可撓性透明面
が電子アセンブリを覆う。
【０００７】
　本発明の１つ又は２つ以上の実施形態の詳細は、添付の図面及び以下の説明に記載され
る。本発明の他の特徴、目的、及び利点は、明細書及び図面、並びに特許請求の範囲から
明らかとなるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】基材上の導電性ナノワイヤ層の概略断面図であり、導電性ナノワイヤ層は、パタ
ーン化レジストマトリクス材料によって覆われている。
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【図２】ストリッピング可能なポリマー層によって覆われている図１の構成体の概略断面
図である。
【図３】ストリッピング可能なポリマー層の除去後の図２の構成体の概略断面図である。
【図３Ａ】ストリッピング可能なポリマー層の除去後の導電性ナノワイヤ層の一部の概略
断面図であり、突出するナノワイヤを図示している。
【図４】電子的構成要素との接合の準備中の、導電性接着剤が上に適用されている図３の
構成体の概略断面図である。
【図５】電子的構成要素に接合された図４の構成体を含む積層構成体の概略断面図である
。
【図６】基材上の導電性ナノワイヤ層の概略断面図であり、導電性ナノワイヤ層は、パタ
ーン化されたストリッピング可能なポリマー層によって覆われている。
【図７】ストリッピング可能なポリマー層の除去後の図６の構成体の概略断面図である。
【図８】タッチスクリーンディスプレイの概略断面図である。
【０００９】
　図面中の同様の符号は、同様の要素を対象とする。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　ここで図１を参照すると、基材１４は、ナノワイヤを含む導電性層１６でコーティング
されている。導電性ナノワイヤ層１６は、基材１４の第１の主表面１５の少なくとも一部
にわたって、望ましくは第１の主表面の面積の少なくとも５０％、６０％、７０％、８０
％、又は９０％にわたって、実質的に連続的である。導電性ナノワイヤ層１６は、基材に
連続的に沿ってコーティングされるか、又は、分離しているブロック若しくは長方形状で
、コーティングされていない基材の領域をその間に残すように適用されてもよく、このブ
ロック若しくは長方形は、生産される目的のタッチスクリーンの全体的な大きさと同様の
大きさを有する。「実質的に連続的」とは、基材の表面を導電性にするのに十分な密度で
ナノワイヤが適用されることを意味し、ナノワイヤ層は、例えば、国際公開第２００７／
０２２２２６号の図１５Ｂに示されるように、間に開口部又は間隙を有する個別のワイヤ
を含むと認識される。
【００１１】
　導電性ナノワイヤ層１６は、導電性ナノワイヤを含む。本出願では、ナノワイヤという
用語は、高いアスペクト比（例えば、１０より高い）を有する導電性金属又は非金属性フ
ィラメント、繊維、ロッド、ストリング、ストランド、ウィスカー、又はリボンを指す。
非金属性導電性ナノワイヤの例としては、カーボンナノチューブ（ＣＮＴ）、金属酸化物
ナノワイヤ（例えば、五酸化バナジウム）、メタロイドナノワイヤ（例えば、シリコン）
、導電性ポリマー繊維などが挙げられるが、これらに限定されない。
【００１２】
　本明細書で使用される場合、「金属ナノワイヤ」は、元素金属、金属合金、又は金属化
合物（金属酸化物を含む）を含む、金属性ワイヤを指す。金属ナノワイヤの少なくとも１
つの断面寸法は、５００ｎｍ未満、又は２００ｎｍ未満、より好ましくは１００ｎｍ未満
である。記述したように、金属ナノワイヤは、１０超、好ましくは５０超、より好ましく
は１００超のアスペクト比（長さ：幅）を有する。好適な金属ナノワイヤは、銀、金、銅
、ニッケル、及び金メッキした銀を含むがこれらに限定されない、任意の金属に基づいて
よい。
【００１３】
　金属ナノワイヤは、当該技術分野で既知の方法によって調製され得る。具体的には、銀
ナノワイヤは、ポリオール（例えば、エチレングリコール）及びポリビニルピロリドン）
の存在下で銀塩（例えば、硝酸銀）の溶液相還元によって合成され得る。均一な大きさの
銀ナノワイヤの大規模生産は、例えば、Ｘｉａ，Ｙ．ｅｔ　ａｌ．，Ｃｈｅｍ．Ｍａｔｅ
ｒ．（２００２），１４，４７３６～４７４５、及びＸｉａ，Ｙ．ｅｔ　ａｌ．，Ｎａｎ
ｏｌｅｔｔｅｒｓ（２００３）３（７），９５５～９６０に記載される方法に従って調製
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され得る。生物学的鋳型の使用などの、ナノワイヤを製造するより多くの方法が、国際公
開第２００７／０２２２２６号に開示される。
【００１４】
　ある特定の実施形態では、ナノワイヤは液体中に分散され、ナノワイヤを含有する液体
を基材上にコーティングし、次いで液体を蒸発（乾燥）又は硬化させることによって、基
材上のナノワイヤ層が形成される。ナノワイヤは、典型的には、コーティング器又は噴霧
器を使用することによって基材上へのより均一な堆積を容易にするために、液体中に分散
される。
【００１５】
　ナノワイヤが安定した分散液（「ナノワイヤ分散液」とも呼ばれる）を形成することが
できる任意の非腐食性液体が使用され得る。好ましくは、ナノワイヤは、水、アルコール
、ケトン、エーテル、炭化水素、又は芳香族溶媒（ベンゼン、トルエン、キシレンなど）
中に分散される。より好ましくは、この液体は揮発性であり、２００摂氏度（℃）以下、
１５０℃以下、又は１００℃以下の沸点を有する。
【００１６】
　更に、ナノワイヤ分散液は、粘度、腐食、接着、及びナノワイヤの分散を制御するため
の添加剤又は結合剤を含有してもよい。好適な添加剤又は結合剤の例としては、カルボキ
シメチルセルロース（ＣＭＣ）、２－ヒドロキシエチルセルロース（ＨＥＣ）、ヒドロキ
シプロピルメチルセルロース（ＨＰＭＣ）、メチルセルロース（ＭＣ）、ポリビニルアル
コール（ＰＶＡ）、トリプロピレングリコール（ＴＰＧ）、及びキサンタンガム（ＸＧ）
、並びに界面活性剤、例えばエトキシレート、アルコキシレート、エチレンオキシド、及
びプロピレンオキシド、及びそれらのコポリマー、スルホン酸塩、硫酸塩、ジスルホン酸
塩、スルホコハク酸塩、リン酸エステル、及びフッ素系界面活性剤（例えば、ＤｕＰｏｎ
ｔから商品名Ｚｏｎｙｌで入手可能なもの）などが挙げられるが、これらに限定されない
。
【００１７】
　一例では、ナノワイヤ分散液、即ち「インク」は、０．００２５重量％～０．１重量％
の界面活性剤（例えば、Ｚｏｎｙｌ（登録商標）ＦＳＯ－１００の場合好ましい範囲は０
．００２５重量％～０．０５重量％である）、０．０２重量％～４重量％の粘度改質剤（
例えば、ＨＰＭＣの場合好ましい範囲は０．０２重量％～０．５重量％である）、９４．
５重量％～９９．０重量％の溶媒、及び０．０５重量％～１．４重量％の金属ナノワイヤ
を含む。好適な界面活性剤の代表例としては、Ｚｏｎｙｌ　ＦＳＮ、Ｚｏｎｙｌ　ＦＳＯ
、Ｚｏｎｙｌ　ＦＳＨ、Ｔｒｉｔｏｎ（ｘ１００、ｘ１１４、ｘ４５）、Ｄｙｎｏｌ（６
０４、６０７）、ｎ－ドデシルｂ－Ｄ－マルトシド、及びＮｏｖｅｋが挙げられる。好適
な粘度改質剤の例としては、ヒドロキシプロピルメチルセルロース（ＨＰＭＣ）、メチル
セルロース、キサンタンガム、ポリビニルアルコール、カルボキシメチルセルロース、ヒ
ドロキシエチルセルロースが挙げられる。前述の結合剤又は添加剤を含むナノワイヤ分散
液中に存在し得る好適な溶媒の例としては、水及びイソプロパノールが挙げられる。
【００１８】
　上記に開示される分散液の濃度を変更することが所望される場合、溶媒の割合を増加又
は減少させてもよい。しかしながら、好ましい実施形態では、他の成分の相対比は同じま
まであってもよい。具体的には、界面活性剤と粘度改質剤との比は、好ましくは約８０：
１～約０．０１：１の範囲内であり、粘度改質剤とナノワイヤとの比は、好ましくは約５
：１～約０．０００６２５：１の範囲内であり、ナノワイヤと界面活性剤との比は、好ま
しくは約５６０：１～約５：１の範囲内である。分散液の構成成分の比は、使用される基
材及び適用の方法に応じて修正されてよい。ナノワイヤ分散液の好ましい粘度範囲は、約
１～１０００ｃＰ（０．００１～１Ｐａ－ｓ）である。
【００１９】
　図１の基材１４は、剛性又は可撓性であってもよい。基材は、透明又は不透明であって
もよい。好適な剛性基材としては、例えば、ガラス、ポリカーボネート、アクリルなどが



(6) JP 6426737 B2 2018.11.21

10

20

30

40

50

挙げられる。好適な可撓性基材としては、ポリエステル（例えば、ポリエチレンテレフタ
レート（ＰＥＴ）、ポリエステルナフタレート（ＰＥＮ）、及びポリカーボネート（ＰＣ
））、ポリオレフィン（例えば、線状、分岐状、及び環状ポリオレフィン）、ポリビニル
（例えば、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリビニルアセタール、ポリスチレン
、ポリアクリレートなど）、セルロースエステルベース（例えば、三酢酸セルロース、酢
酸セルロース）、ポリエーテルスルホンなどのポリスルホン、ポリイミド、シリコーン、
及び他の従来のポリマーフィルムが挙げられるが、これらに限定されない。好適な基材の
追加の例は、例えば、米国特許第６，９７５，０６７号に見出すことができる。
【００２０】
　任意に、基材の表面は、後のナノワイヤの堆積をより良好に受けるように表面を準備す
るために前処理されてよい。表面の前処理は、複数の機能を果たす。例えば、前処理は、
均一なナノワイヤ分散層の堆積を可能にする。更に、それらは、後の加工工程のために基
材上のナノワイヤを固定化することができる。更に、前処理は、ナノワイヤのパターン化
された堆積をもたらすためにパターン化工程と共に行われてよい。国際公開第２００７／
０２２２６号に記載されるように、前処理は、溶媒又は化学的洗浄、加熱、適切な化学的
状態又はイオン状態をナノワイヤ分散液にもたらすための最適なパターン化中間層の堆積
、並びにプラズマ処理、紫外線放射（ＵＶ）－オゾン処理、又はコロナ放電などの更なる
表面処理を含み得る。
【００２１】
　ナノワイヤ層１６を形成するナノワイヤ分散液は、所望の光学特性及び電気特性を得る
ように選択される所与の厚さで基材に適用されてよい。この適用は、スロットコーティン
グ、ロールコーティング、メイヤーロッドコーティング、浸漬コーティング、カーテンコ
ーティング、スライドコーティング、ナイフコーティング、グラビアコーティング、ノッ
チバーコーティング、又は噴霧などの既知のコーティング方法を使用して行われ、基材上
の導電性ナノワイヤ層をもたらす。ナノワイヤ層１６は、グラビア印刷、フレキソ印刷、
スクリーン印刷、凸版印刷、インクジェット印刷などを含むがこれらに限定されない印刷
技術を使用して、非連続的に堆積されてもよい。このコーティング工程は、ロールツーロ
ールプロセスとして、又はピースパーツ様式のいずれかで行われてよい。
【００２２】
　堆積後、分散液の液体は、典型的には蒸発によって除去される。蒸発は、加熱によって
（例えば、乾燥機を使用して）加速され得る。得られる導電性ナノワイヤ層は、それをよ
り導電性にするための後処理を必要とする場合がある。この後処理は、国際公開第２００
７／０２２２６号に更に記載されるように、熱、プラズマ、コロナ放電、ＵＶ－オゾン、
又は圧力への曝露を伴うプロセス工程であり得る。任意に、基材をナノワイヤ層でコーテ
ィングすることの後に、ナノワイヤ層を固化又は硬化させることが続いてもよい。
【００２３】
　任意に、導電性ナノワイヤ層１６は、液体分散コーティング以外の手段を使用して基材
表面１５にその層が送達されるプロセスによって、基材１４上にコーティングされてもよ
い。例えば、ナノワイヤ層は、ドナー基材から基材表面に乾式転写されてもよい。更なる
例として、ナノワイヤは、気相分散系から基材表面に送達されてもよい。
【００２４】
　特定の一実施形態では、スロットダイコーティング技術を使用して、ナノワイヤの水性
分散液（例えば、商品名ＣｌｅａｒＯｈｍ　ＩｎｋでＣａｍｂｒｉｏｓから入手可能な分
散液）の層を、厚さ１０．０～２５マイクロメートルの範囲内で、ＰＥＴ基材に適用した
。コーティングの配合（例えば、全固形分重量％、及び銀ナノワイヤの固形分重量％）は
、コーティング及び乾燥プロセス条件と合わせて、計画される電気特性及び光学特性、例
えば、所望のシート抵抗（Ｏｈｍ／Ｓｑ）、並びに透過率（％）及びヘイズ（％）などの
光学特性を有するナノワイヤ層を生成するように選択されることができる。
【００２５】
　ナノワイヤを基材上に（例えば、ナノワイヤ分散液から）コーティングすることから生
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じる導電性ナノワイヤ層１６は、ナノワイヤを、そして任意に結合剤又は添加剤を含む。
ナノワイヤ層は、好ましくは、ナノワイヤの相互接続されたネットワークを含む。ナノワ
イヤ層を構成するナノワイヤは、好ましくは相互に電気的に接続され、近似的又は有効に
シート伝導体に至る。ナノワイヤ層は、層を構成する個別のナノワイヤ間に開放空間を含
み、少なくとも部分的な透明性（即ち、光透過率）をもたらす。個別のナノワイヤ間に開
放空間をもつナノワイヤの相互接続されたネットワークを有するナノワイヤ層は、透明伝
導体層として説明され得る。
【００２６】
　典型的には、ナノワイヤ層１６の光学品質は、光透過率及びヘイズを含む測定可能な特
性によって定量的に説明され得る。「光透過率」は、媒体を介して透過される入射光の百
分率を指す。様々な実施形態では、導電性ナノワイヤ層の光透過率は少なくとも８０％で
あり、９９．９％の高さであってもよい。様々な実施形態では、ナノワイヤ層などの導電
性層の光透過率は少なくとも８０％であり、９９．９％の高さであってもよい（例えば、
９０％～９９．９％、９５％～９９．５％、９７．５％～９９％）。基材（例えば、透明
な基材）上にナノワイヤ層が堆積又は積層（例えば、コーティング）される透明伝導体の
場合、構造体全体の光透過率は、構成要素であるナノワイヤ層の光透過率と比較してわず
かに減少する場合がある。導電性ナノワイヤ層及び基材と組み合わせて存在し得る他の層
、例えば接着剤層、反射防止層、防眩層などは、透明伝導体の総合的な光透過率を改良又
は減少させる場合がある。様々な実施形態では、基材上に堆積又は積層される導電性ナノ
ワイヤ層、及び１つ又は２つ以上の他の層を備える透明伝導体の光透過率は、少なくとも
５０％、少なくとも６０％、少なくとも７０％、少なくとも８０％、少なくとも９０％、
又は少なくとも９１％であり得、少なくとも９１％～９９％の高さであってもよい。
【００２７】
　ヘイズは光拡散の指数である。これは、入射光から分離し、透過中に散乱する光の量の
百分率を指す。主に媒体の特性である光透過率とは異なり、ヘイズは多くの場合生産上の
懸念事項であり、典型的には、表面粗度及び媒体中の包埋粒子又は組成の不均質性によっ
て生じる。ＡＳＴＭ規格番号Ｄ１００３－１１に従って、ヘイズは、２．５度を超える角
度で偏向する透過光の割合として定義することができる。様々な実施形態では、導電性ナ
ノワイヤ層のヘイズは、１０％以下、８％以下、５％以下、２％以下、１％以下、０．５
％以下、又は０．１％以下（例えば、０．１％～５％又は０．５～２％）である。基材（
例えば、透明な基材）上に導電性ナノワイヤ層が堆積又は積層（例えば、コーティング）
される透明伝導体の場合、構造体全体のヘイズは、構成要素であるナノワイヤ層のヘイズ
と比較してわずかに上昇する場合がある。導電性ナノワイヤ層及び基材と組み合わせて存
在し得る他の層、例えば接着剤層、反射防止層、防眩層などは、ナノワイヤ層を備える透
明伝導体の総合的なヘイズを改良又は減少させる場合がある。様々な実施形態では、基材
上に堆積又は積層された導電性ナノワイヤ層を備える透明伝導体のヘイズは、１０％以下
、８％以下、５％以下、２％以下、１％以下、０．５％以下、又は０．１％以下（例えば
、０．１％～５％又は０．５～２％）であり得る。「透明度」は、２．５度未満の角度で
偏向する透過光の割合である。
【００２８】
　導電性ナノワイヤ層１６のシート抵抗、透過率、及びヘイズは、その層及びその構成材
料（ナノワイヤなど）のある特定の特質を変更することによって調整され得る。ナノワイ
ヤに関して、例えば、組成（例えば、Ａｇ、Ｃｕ、Ｃｕ－Ｎｉ合金、Ａｕ、Ｐｄ）、長さ
（例えば、１マイクロメートル、１０マイクロメートル、１００マイクロメートル、又は
１００マイクロメートル超）、断面寸法（例えば、１０ナノメートル、２０ナノメートル
、３０ナノメートル、４０ナノメートル、５０ナノメートル、７５ナノメートル、又は７
５ナノメートル超の直径）は様々であってよい。ナノワイヤを含む導電性層に関して、例
えば、その他の構成成分（例えば、セルロース系結合剤、界面活性剤などの加工助剤、又
は導電性ポリマーなどのコンダクタンス向上剤）又はそのナノワイヤの面積密度（例えば
、１平方ミリメートル当たり１０超、１平方ミリメートル当たり１００超、１平方ミリメ
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ートル当たり１０００超、又は更には１平方ミリメートル当たり１００００超）は、様々
であってよい。したがって、導電性層又はナノワイヤ層のシート抵抗は、１，０００，０
００Ｏｈｍ／Ｓｑ未満、１，０００Ｏｈｍ／Ｓｑ未満、１００Ｏｈｍ／Ｓｑ未満、又は更
には１０Ｏｈｍ／Ｓｑ未満（例えば、１Ｏｈｍ／Ｓｑ～１，０００Ｏｈｍ／Ｓｑ、１０Ｏ
ｈｍ／Ｓｑ～５００Ｏｈｍ／Ｓｑ、２０Ｏｈｍ／Ｓｑ～２００Ｏｈｍ／Ｓｑ、又は２５～
１５０Ｏｈｍ／Ｓｑ）であり得る。導電性層又はナノワイヤ層の透過率は少なくとも８０
％であり得、９９．９％の高さであってもよい（例えば、９０％～９９．９％、９５％～
９９．５％、又は９７．５％～９９％であってもよい）。導電性層又はナノワイヤ層のヘ
イズは、１０％以下、８％以下、５％以下、２％以下、１％以下、０．５％以下、又は０
．１％以下（例えば、０．１％～５％又は０．５～２％）であり得る。
【００２９】
　図１を再度参照すると、レジストマトリクス材料のパターンが導電性ナノワイヤ層１６
上に適用されて、露出した導電性ナノワイヤ層の１つ又は２つ以上の第１の領域１７と、
レジストマトリクス材料の１つ又は２つ以上の第２の領域２２と、を基材１４上に生成し
ている（例えば、タッチスクリーンの回路パターン）。レジストマトリクス材料２０は、
例えば印刷によって導電性ナノワイヤ層１６上に適用又はパターン化され得、そのように
適用されると、導電性ナノワイヤ層をより粘着性にするか又は基材上で保護された状態に
する。
【００３０】
　ある特定の実施形態では、マトリクス材料２０は、ポリマーを、そして望ましくは光学
的に透明なポリマーを含む。好適なポリマー系レジストマトリクス材料の例としては、ポ
リメタクリレート、ポリアクリレート、及びポリアクリロニトリルなどのポリアクリル樹
脂、ポリビニルアルコール、ポリエステル（例えば、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥ
Ｔ）、ポリエステルナフタレート（ＰＥＮ）、及びポリカーボネート（ＰＣ））、高度の
芳香族性を有するポリマー、例えばフェノール樹脂又はクレゾールホルムアルデヒド（Ｎ
ｏｖｏｌａｃｓ（登録商標））、ポリスチレン、ポリビニルトルエン、ポリビニルキシレ
ン、ポリイミド、ポリアミド、ポリアミドイミド、ポリエーテルイミド、多硫化物、ポリ
スルホン、ポリフェニレン、及びポリフェニルエーテル、ポリウレタン（ＰＵ）、エポキ
シ、ポリオレフィン（例えば、ポリプロピレン、ポリメチルペンテン、及び環状オレフィ
ン）、アクリロニトリル－ブタジエン－スチレンコポリマー（ＡＢＳ）、セルロース誘導
体、シリコーン及び他のシリコン含有ポリマー（例えば、ポリシルセスキオキサン及びポ
リシラン）、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、ポリアセテート、ポリノルボルネン、合成ゴム
（例えば、ＥＰＲ、ＳＢＲ、ＥＰＤＭ）、及びフルオロポリマー（例えば、ポリフッ化ビ
ニリデン（ＰＶＤＦ）、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、又はポリヘキサフル
オロプロピレン）、フルオロオレフィン及び炭化水素オレフィンのコポリマー（例えば、
Ｌｕｍｉｆｌｏｎ（登録商標））、並びに非晶質フッ化炭素ポリマー若しくはコポリマー
（例えば、Ａｓａｈｉ　Ｇｌａｓｓ　Ｃｏ．によるＣＹＴＯＰ（登録商標）、又はＤｕＰ
ｏｎｔ　Ｃｏｒｐ．によるＴｅｆｌｏｎ（登録商標）ＡＦ）が挙げられるが、これらに限
定されない。
【００３１】
　他の実施形態では、レジストマトリクス材料２０は、プレポリマーを含む。「プレポリ
マー」は、本明細書に記載されるように、重合及び／若しくは架橋してポリマーマトリク
スを形成することができる、モノマーの混合物、又はオリゴマー若しくは部分的ポリマー
の混合物を指す。望ましいポリマーマトリクスを考慮して、好適なモノマー又は部分的ポ
リマーを選択することは、当業者の知識の範囲内である。
【００３２】
　いくつかの実施形態では、プレポリマーは光硬化性であり、即ち、プレポリマーは照射
に曝露されると重合及び／又は架橋する。光硬化性プレポリマーに基づくレジストマトリ
クス材料は、選択的領域における照射への曝露によって、又は基材上にプレポリマーを選
択的に配置し、続いて照射に均一に曝露することによって、パターン化され得る。他の実
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施形態では、プレポリマーは熱硬化性であり、同様の様式でパターン化され得るが、熱源
への曝露が照射への曝露の代わりに使用される。
【００３３】
　典型的には、レジストマトリクス材料２０は液体として適用される。レジストマトリク
ス材料は、溶媒を任意に含んでもよい（例えば、適用中に）。任意に、溶媒は、適用過程
中に、例えばストリッピング可能なポリマー層の上塗りの前に除去されてよい。マトリク
ス材料を有効に溶媒和又は分散させることができる任意の非腐食性溶媒が使用され得る。
好適な溶媒の例としては、水、アルコール、ケトン、エーテル、テトラヒドロフラン、炭
化水素（例えばシクロヘキサン）、又は芳香族溶媒（ベンゼン、トルエン、キシレンなど
）が挙げられる。この溶媒は揮発性であり得、２００℃以下、１５０℃以下、又は１００
℃以下の沸点を有し得る。
【００３４】
　いくつかの実施形態では、レジストマトリクス材料２０は、架橋剤、重合開始剤、安定
剤（例えば、抗酸化剤、並びにより長い製品寿命のためのＵＶ安定剤、及びより長い貯蔵
寿命のための重合阻害剤を含む）、界面活性剤などを含み得る。いくつかの実施形態では
、マトリクス材料２０は、腐食阻害剤を更に含み得る。いくつかの実施形態では、レジス
トマトリクス材料自体が導電性である。例えば、マトリクスは導電性ポリマーを含み得る
。導電性ポリマーは当該技術分野で既知であり、ポリアニリン、ポリチオフェン、及びポ
リジアセチレンを含むが、これらに限定されない。
【００３５】
　いくつかの実施形態では、レジストマトリクス材料は、約１０ナノメートル及び約３０
０ナノメートル、約２０ナノメートル～約２００ナノメートル、約４０ナノメートル～２
００ナノメートル、又は約５０ナノメートル～２００ナノメートルの厚さを有する。
【００３６】
　いくつかの実施形態では、レジストマトリクス材料は、約１．３０～２．５０、約１．
４０～１．７０、又は約１．３５～１．８０の屈折率を有する。
【００３７】
　レジストマトリクス材料２０は導電性ナノワイヤ層１６に一体性を付加し、基材１４の
表面１５への導電性ナノワイヤ層１６の改良された接着を促進することができる。
【００３８】
　典型的には、レジストマトリクス材料２０は光学的に透明な材料である。材料の光透過
率が可視領域（４００ｎｍ～７００ｎｍ）内で少なくとも８０％である場合、その材料は
光学的に透明であると見なされる。特に明記しない限り、本明細書に記載される全ての層
（基材を含む）は、好ましくは光学的に透明である。レジストマトリクス材料の光学的透
明度は、典型的には、屈折率（ＲＩ）、厚さ、平滑度、厚さ全体にわたるＲＩの稠度、表
面（界面を含む）反射、並びに表面粗度及び／又は包埋粒子によって引き起こされる散乱
を含むがこれらに限定されない、多数の要因によって決定される。
【００３９】
　上述のように、レジストマトリクス材料２０は、硬化されかつ／又は固化されて、導電
性ナノワイヤ層１６の上にパターンを形成する選択された領域内の保護層となることがで
きる。「硬化又は硬化させること」は、固形ポリマーマトリクスを形成するようにモノマ
ー若しくは部分的ポリマー（例えば１５０個より少ないモノマー単位を含むオリゴマー）
が重合する過程、又はポリマーが架橋する過程を指す。好適な重合条件又は架橋条件は当
該技術分野で周知であり、例として、モノマーを加熱すること、モノマーに可視光又は紫
外線（ＵＶ）光を照射すること、電子ビームなどを含む。あるいは、「固化又は固化させ
ること」は、例えば重合又は架橋を伴わずに、レジストマトリクス材料の乾燥中の溶媒除
去によって生じ得る。
【００４０】
　レジストマトリクス材料２０は、好適なパターン化プロセスによってパターン化される
。好適なパターン化プロセスとしては、フォトリソグラフィー（この場合レジストマトリ
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クス材料はフォトレジストである）などの減算法が挙げられる。好適なパターン化プロセ
スとしては、直接印刷も挙げられる。上述のように、印刷されたレジストを固化又は硬化
させることは、次のプロセス工程前に起こる。好適な印刷機又はパターン化方法は既知で
あり、例示されたフレキソ印刷機、グラビア印刷、インクジェット印刷、スクリーン印刷
、噴霧コーティング、ニードルコーティング、フォトリソグラフィー的パターン化、及び
オフセット印刷を含む。
【００４１】
　好適なパターンは、幅又は長さのいずれかである最小の寸法がゼロマイクロメートルを
超える、例えば０．００１マイクロメートル超かつ１マイクロメートル未満、１０マイク
ロメートル未満、１００マイクロメートル未満、１ｍｍ未満、又は１０ｍｍ未満である、
特徴を含む。特徴の大きさの一切の上限は、上に印刷がなされる基材の大きさによっての
み限定される。ロールツーロール印刷の場合、これは、ウェブの機械方向において有効に
不定である。これらの特徴は、星形、正方形、長方形、又は円形などの、パターン化され
得る任意の形状をとってよい。多くの場合、特徴は、タッチスクリーンの構成要素として
使用されるために接触に対して感応性である、平行線又はグリッドとなる。
【００４２】
　図２を参照すると、ストリッピング可能なポリマー材料３０が、基材１４上の導電性ナ
ノワイヤ層１６及びレジスト層２０の上に適用されている（例えば、基材１４上の導電性
ナノワイヤ層１６の１つ又は２つ以上の領域の上に、例えば印刷することによって、コー
ティング又はパターン化されている）。そのように適用されると、ストリッピング可能な
ポリマー材料３０は、導電性ナノワイヤ層１６を、（例えば、ストリッピング可能なポリ
マー材料３０がパターン化される１つ又は２つ以上の領域において）剥離によって除去可
能にする。概して、導電性ナノワイヤ層１６に適用されるストリッピング可能なポリマー
材料３０は、基材上にコーティングされた同じ導電性ナノワイヤ層に適用されるレジスト
マトリクス材料よりも、基材に対する粘着性が低い。概して、導電性ナノワイヤ層１６に
適用されるレジストマトリクス材料２０に適用されるストリッピング可能なポリマー材料
３０は、レジストマトリクス材料が導電性ナノワイヤ層１６に対して粘着性であるよりも
、レジストマトリクス材料２０に対する粘着性が低い。
【００４３】
　好適なストリッピング可能なポリマー材料は、導電性ナノワイヤ層１６を容易にコーテ
ィングし、かつそれに接着するが、層３０がレジストマトリクス材料２０及び基材１４の
両方から剥離され得るように、基材１４又はレジストマトリクス材料２０のいずれかに過
度に接着しない。ストリッピング可能なポリマー層３０の化学組成の選択は、基材１４、
レジストマトリクス材料２０、及び導電性ナノワイヤ層１６の特定組成の選択に依存する
。
【００４４】
　好適なストリッピング可能なポリマー層の１つは、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）を
含む。いくつかの実施形態では、ＰＶＡについては約８，０００～９，０００Ｄａの分子
量が好ましいことが分かっている。ＰＶＡを含む好適な市販のコーティング組成物は、Ｍ
ａｃＤｅｒｍｉｄ　Ａｕｔｏｔｙｐｅ，Ｉｎｃ．，Ｒｏｌｌｉｎｇ　Ｍｅａｄｏｗｓ，Ｉ
Ｌから入手可能なＭａｃＤｅｒｍｉｄ’ｓ　Ｐｒｉｎｔ　＆　Ｐｅｅｌである。Ｐｒｉｎ
ｔ　ａｎｄ　Ｐｅｅｌは、ある範囲の表面仕上げの上に選択的に印刷されて、容易に除去
可能な保護マスクとして作用するように設計された水系のスクリーン印刷可能なニスであ
る。驚くべきことに、ナノワイヤ層１６へのこの組成物の接着力は、レジストパターン２
６によって被覆されたナノワイヤ領域を後の剥離操作中に基材に取り付けられた状態で容
易に残しながら、それを不必要な領域において基材１４から完全に除去するために十分で
あったと分かった。
【００４５】
　別の市販のストリッピング可能なポリマー材料は、Ｎａｚｄａｒ　Ｉｎｋ　Ｔｅｃｈｎ
ｏｌｏｇｉｅｓ，Ｓｈａｗｎｅｅ，ＫＳから入手可能なＮａｚｄａｒ　３０３４４０ＷＢ
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水系剥離可能マスクである。別の好適なストリッピング可能なポリマー層は、ポリビニル
アルコール（ＰＶＡ）、及びＵｎｉｏｎ　Ｃａｒｂｉｄｅから入手可能なＴｒｉｔｏｎ　
Ｘ－１１４（又は別の好適な界面活性剤）、及び脱イオン水を混合することによって配合
され得る。好適な配合物の１つは、２０重量％のＰＶＡ（８，０００～９，０００Ｄａの
分子量）、２重量％のＴｒｉｔｏｎ　Ｘ－１１４、及び残部の脱イオン水を含み得る。
【００４６】
　好ましくは、ストリッピング可能なポリマー層３０は、レジストマトリクス材料２０が
パターン化された基材１４に液体状態で送達される。ストリッピング可能なポリマー層３
０は、レジストマトリクス材料がパターン化された基材にストリッピング可能なポリマー
層形成液を適用することによって形成される。コーティング器による適用後に、ストリッ
ピング可能なポリマー層３０を固化又は硬化させるために、乾燥機が任意に使用され得る
。ストリッピング可能なポリマー層形成液は、スロットコーティング、グラビアコーティ
ング、ロールコーティング、フラッドコーティング、ノッチバーコーティング、噴霧、熱
圧縮積層、又は真空積層などの既知の適用方法を使用して基材に適用される。
【００４７】
　図１に示されるように、導電性ナノワイヤ層１６及びレジストマトリクス材料パターン
２０を有する基材の表面１５は、ｉ）露出した導電性ナノワイヤ層１６の１つ又は２つ以
上の第１の領域１７と、ｉｉ）レジストマトリクス材料によって覆われた導電性ナノワイ
ヤ層の１つ又は２つ以上の第２の領域２２と、を含む。概して、レジストマトリクス材料
領域は、露出した導電性ナノワイヤ層領域に対して隆起している。概して、レジストマト
リクス材料領域と露出した導電性ナノワイヤ層領域との間の境界に、起伏の変化が存在す
る。そのような起伏の変化の一例は、露出した導電性層領域とレジストマトリクス材料の
レジストマトリクス材料領域との間のステップ縁である。ステップ縁は、（前述の例にお
けるレジストマトリクス材料の厚さによって近似される）高さを有し得、これは側面範囲
（例えば、ステップ縁が上に存在する基材に対して平行な面に近似的にある距離）を有し
得る。起伏の変化に応じて、そしてレジストマトリクス材料及び露出した導電性層領域の
面内の幾何学的形状（例えば、形状及び大きさ）に応じて、露出した導電性材料表面の実
質的に全体を、ストリッピング可能なポリマー層と接触させることは困難な場合がある。
露出した導電性ナノワイヤ層領域の一部がストリッピング可能なポリマー層と接触しない
場合、その部分は、後の剥離工程中に成功裏に又は高いパターン忠実度をもって、除去さ
れない場合がある。したがって、いくつかの実施形態では、ストリッピング可能なポリマ
ー形成液層はレジストマトリクス材料がパターン化された基材に適用され、露出した導電
性層の少なくとも５０％、好ましくは少なくとも７５％、より好ましくは少なくとも９０
％、より好ましくは少なくとも９５％、より好ましくは少なくとも９９％、最も好ましく
は１００％が、ストリッピング可能なポリマー層材料と接触する。
【００４８】
　レジストマトリクス材料がパターン化された基材に送達されるストリッピング可能なポ
リマー層形成液に関して、これは、ポリマー溶液、ポリマー分散液、モノマー溶液、モノ
マー、モノマーの混合物、又は溶融物であり得る。この液体は、少量の二次的構成成分（
例えば、光開始剤、界面活性剤、粘度改質剤）を含み得る。ストリッピング可能なポリマ
ー層は、固体（例えば、露出したナノワイヤ材料領域において接着剤と露出した導電性又
はナノワイヤ材料との間の接触の度合を限定するであろう認識可能な降伏応力を示す、架
橋された感圧性接着剤などの粘弾性固体）として送達されない。液体状態でのストリッピ
ング可能な層の適用は、レジストマトリクス材料でパターン化された基材からストリッピ
ング可能なポリマー層を剥離した後の導電性又はナノワイヤ層の高解像度（高忠実度）の
パターン化をもたらす。
【００４９】
　ストリッピング可能なポリマー層形成液の粘度は、レジストマトリクス材料でパターン
化された基材にそれを送達するのに使用される適用方法を考慮して選択されることができ
る。例えば、ポリマー溶液、モノマー、又はモノマー溶液のスロットコーティング、ロー
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ルコーティング、グラビアコーティング、フラッドコーティング、ノッチバーコーティン
グ、又は噴霧の場合、粘度は、１ｃｐｓ～１０，０００ｃｐｓ（０．００１～１０Ｐａ－
ｓ）、好ましくは１０ｃｐｓ～２，５００ｃｐｓ（０．０１～２．５Ｐａ－ｓ）であり得
る。ポリマー溶融物の熱圧縮又は真空積層の場合、粘度は１０，０００ｃｐｓ～１００，
０００，０００ｃｐｓ（１０Ｐａ－ｓ～１００Ｐａ－ｓ）であり得る。ストリッピング可
能なポリマー層形成液は、好ましくはゼロの降伏応力を有する。いくつかの有用なストリ
ッピング可能なポリマー層形成液は、好ましくは１００Ｐａ未満、より好ましくは５０Ｐ
ａ未満、更により好ましくは５Ｐａ未満、なおより好ましくは１Ｐａ未満の、非常に低い
降伏応力を生じ得る。
【００５０】
　ストリッピング可能なポリマー層３０は、基材の第１の主表面の少なくとも一部にわた
って、望ましくは第１の主表面の面積の少なくとも５０％、６０％、７０％、８０％、又
は９０％にわたって、実質的に連続的である。ストリッピング可能なポリマー層は、分離
しているブロック又は長方形状で、コーティングされていない基材の領域をその間に残す
ように適用されてもよく、このブロック又は長方形は、生産される目的のタッチスクリー
ンの全体的な大きさと同様の大きさを有する。「実質的に連続的」とは、ストリッピング
可能なポリマー層が、パターン化レジストマトリクス材料２０だけでなく、パターン化レ
ジストマトリクス材料の間に存在する導電性ナノワイヤ層１６もまた被覆するように、複
数のパターン化レジストマトリクス材料の線、トレース、又は分離している特徴の上にス
トリッピング可能なポリマー層が適用されることを意味する。典型的には、均一な厚さ及
び連続的なコーティングのストリッピング可能なポリマー材料が、基材の少なくともいく
らかの部分の上に適用されるが、必ずしも基材の幅又は長さ全体の上に適用されるとは限
らない。例えば、各縁に沿った切片又は周縁部はコーティングされずに残される一方で、
基材の中部は、ストリッピング可能なポリマー材料でコーティングされてもよい。
【００５１】
　本明細書に記載されるアプローチは、いくつかの利点を有する。まず、ストリッピング
可能なポリマー層を液体状態から流延することによって、ストリッピング可能なポリマー
層と導電性ナノワイヤ層との間に非常に密接な接点を生成することが可能である。次に、
この密接な接点は、ストリッピング可能なポリマー層が除去された後、導電性ナノワイヤ
層の除去された部分が基材上に落ちることを防止し、製品収率を実質的に減少させ得る基
材の汚染を回避する。最後に、上塗り工程後、ストリッピング可能なポリマー層は、輸送
、取り扱い、及び変換操作の間に定位置に留まり、保護フィルムとしての機能を果たし、
導電性ナノワイヤ材料がレーザーアブレーションを使用してパターン化された場合にそう
であるように、追加のライナが事後に適用される必要性を排除することができる。
【００５２】
　ストリッピング可能なポリマー層は、パターン化レジストマトリクス材料２０及び導電
性ナノワイヤ層１６の両方を被覆するために十分な厚さで適用される。ストリッピング可
能なポリマー層の典型的な厚さは、約２μｍ～約１０μｍ、又は１０μｍ～２５μｍ、又
は２５μｍ～１００μｍである。ストリッピング可能なポリマー層の適用後、層は必要に
応じて固化又は硬化される。任意の乾燥機が、固化過程又は硬化過程を加速させるために
使用され得る。コーティング組成物から溶媒を除去するのにより少ないエネルギーを必要
とし、より早い乾燥、ひいては加工時間をもたらすため、より薄いストリッピング可能な
ポリマー材料の層が好ましい。いくつかの実施形態では、任意のプレマスク（図２には図
示せず）が、剥離工程の間に機械的支持を提供するために、ストリッピング可能なポリマ
ー層３０の表面に積層されてよい。ここで図３を参照すると、ストリッピング可能なポリ
マー層３０が剥離されている。ストリッピング可能なポリマー層３０は、様々な技術によ
って、例えば、適用された層の全てと共に基材１４を層間剥離ニップ（図３には図示せず
）に通すことなどによって除去され得る。パターン化された（例えば、印刷された）レジ
ストマトリクス材料２０によって保護されていない基材の領域において、ストリッピング
可能なポリマー層３０は、取り付けられた導電性ナノワイヤ材料１６と共に、基材１４か
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ら除去される。ストリッピング可能なポリマー層３０の基材１４からの剥離は、基材の選
択された領域において導電性ナノワイヤ材料１６を除去し、それによって、基材１４上に
残るナノワイヤ層の各領域がレジストマトリクス材料２０によって覆われるパターン化ナ
ノワイヤ層を形成する。
【００５３】
　図３Ａは、ストリッピング可能なポリマー層の除去後の、レジストマトリクス材料２０
によって覆われた導電性ナノワイヤ層１６の領域の拡大概略断面図を図示する。複数のナ
ノワイヤ１３が、ナノワイヤ層１６を起点とし、レジストマトリクス材料２０へと至る。
ナノワイヤ１３は、導電性ナノワイヤ層１６及びそれを覆うレジストマトリクス材料２０
から突出する。ナノワイヤ１３のうちの少なくともいくつかは、レジストマトリクス材料
２０の上に伸び、導電性ナノワイヤ層１６との更なる電気的相互接続の部位を提供する。
【００５４】
　図４を参照すると、導電性接着剤５０の層が、レジストマトリクス材料２０によって覆
われている導電性ナノワイヤ層１６のパターンに適用される。いくつかの実施形態では、
導電性接着剤層５０は、導電性材料５４を有する接着性マトリクス５２を含む。導電性材
料５４としては、銀、金、銅、アルミニウムなどの金属粒子又はスクリム、及びこれらの
混合物が挙げられるが、これらに限定されない。導電性材料５４は、図４に示されるよう
にｚ方向に沿う接着性マトリクス５２の厚さを通じて接着性マトリクス５２を通じる導電
性を提供し得る。ｚ方向に沿うが他の空間的方向に沿わないこの導電性は、ナノワイヤ層
１６又は電子的構成要素のいずれかにおける接触パッド間の望まれない「短絡」を誘発す
ることなく、ナノワイヤ層１６と電子的構成要素の接触パッドとの間の電気的接続を可能
にする。接着剤層５０内の導電性材料５４は、レジストマトリクス材料２０から突出する
ナノワイヤ１３と接触し、導電性層１６内のナノワイヤ１３との電気的相互接続を形成す
る。この電気的相互接続が、次に、導電性接着剤層５０と導電性層１６との間の電気接点
を生成する。
【００５５】
　導電性接着剤層５０は大きく異なり得るが、いくつかの実施形態では、３Ｍ異方性導電
性フィルム５３６３、７３０３、７３７１、７３７６、及び７３７９の商品名で３Ｍ，Ｓ
ｔ．Ｐａｕｌ，ＭＮから入手可能な異方性導電性フィルムを含むが、これらに限定されな
い。これらのフィルムは、導電性粒子を中に有する接着性マトリクスを含む。いくつかの
実施形態では、接着性マトリクスは、アクリレート接着剤、エポキシ接着剤、シリコーン
接着剤、又はこれらの混合物若しくは組み合わせから選択される。様々な実施形態では、
導電性粒子としては、銀、金、銅、アルミニウムなど、及びこれらの混合物、並びに、例
えば、銀、金、銅、アルミニウム、並びにこれらの混合物及び組み合わせから製造された
導電性コーティングを有する他の金属又は非導電性粒子（例えば、ポリマー）が挙げられ
るが、これらに限定されない。
【００５６】
　いくつかの実施形態では、導電性接着剤は、約１０マイクロメートル～約５０マイクロ
メートルの厚さを有し、ストリッピング可能なライナ上に供給される。ライナが除去され
ると、導電性接着剤が、熱、圧力、又はこれらの組み合わせを用いて電子的構成要素に接
合されることができる。いくつかの実施形態では、導電性接着剤は、約１～２ＭＰａの接
合圧力下で、約１４０℃～約１７０℃の温度で接合されることができる。
【００５７】
　別の実施形態では、導電性接着剤層は導電性転写テープである。転写テープの第１の主
表面は、上記のような第１の導電性接着剤の層でコーティングされ、転写テープの第２の
対向側面は、第１の導電性接着剤と同じか又は異なっていてもよい、上記のような第２の
導電性接着剤の層でコーティングされる。好適な導電性転写テープの例としては、３Ｍ導
電性接着剤転写テープ８７０３、９７０３、９７０４、及び９７０５の商品名で３Ｍ，Ｓ
ｔ．Ｐａｕｌ，ＭＮから入手可能なものが挙げられるが、これらに限定されない。これら
の接着剤転写テープは、銀粒子が充填されたアクリル系感圧性接着剤マトリクスを含み、
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ｚ方向に沿って接着性マトリクスを通じて伝導することができる。
【００５８】
　様々な例示的な実施形態では、これらの転写テープは、約０．０５ｍｍ～約０．５５ｍ
ｍ、約０．０５ｍｍ～約０．１０ｍｍ、又は約０．０５ｍｍ～約０．１２７ｍｍの厚さを
有する。
【００５９】
　図４を再度参照すると、金属接点６２（例えば、導電性パッド）を含む電子的構成要素
６０は、金属接点６２が導電性接着剤層５０を係合するまで矢印Ａの方向に沿って動かさ
れてよい。この物理的係合は、電子的構成要素６０と接着剤層５０との間の、そして次に
接着剤層５０と導電性ナノワイヤ層１６との間の電気的接続を生成する。
【００６０】
　この接着剤層５０を介するナノワイヤ層１６と電子的構成要素６０との間の直接接合は
、電子的構成要素６０の金属接点６２と透明ナノワイヤ層１６との間の、いかなる他の中
間的な導電性ペースト又は印刷された伝導体への必要性をも軽減し、電子アセンブリの構
成体を簡略化する。
【００６１】
　電子的構成要素は意図される用途に応じて大きく異なり得、いくつかの実施形態では、
フレキシブル回路、プリント回路基板（ＰＣＢ）、ガラスパネル、又はワイヤのパターン
を含む。
【００６２】
　電子的構成要素６０上の接点６２は、図５に示されるように、導電性接着剤層５０を係
合して積層電子アセンブリ構成体７０を形成する。電子アセンブリ７０は、ナノワイヤ１
３を含む導電性層１６を表面１５上に有する基材１４を含む。導電性ナノワイヤ層１６は
、突出するナノワイヤ１３を同様に含むレジストマトリクス材料２０で覆われる。突出す
るナノワイヤ１３は、導電性接着剤層５０内の導電性材料５４と接触し、接着性マトリク
ス５２は、電子的構成要素６０を基材１４に接合する。導電性接着剤層５０内の導電性材
料５４は、電子的構成要素６０上の金属接点６２と接触し、これが、電子的構成要素６０
と導電性層１６との間の良好な電気的相互接続を確かにする。
【００６３】
　ここで図６を参照すると、別の実施形態では、ナノワイヤを含む導電性層１１６が基材
１１４上にコーティングされると、ストリッピング可能なポリマー材料１３０でその層に
パターンが適用されて、露出したナノワイヤ層の１つ又は２つ以上の第１の領域１１７と
、ストリッピング可能なポリマー材料の１つ又は２つ以上の第２の領域１３２と、を基材
上に生成することができる（典型的には、タッチスクリーンの回路パターンと相補的なパ
ターン）。
【００６４】
　ストリッピング可能なポリマー材料１３０は、好適なパターン化プロセスによってパタ
ーン化される。好適なパターン化プロセスとしては、フォトリソグラフィー（この場合、
ストリッピング可能なポリマー材料はフォトレジストである）などの減算法が挙げられる
。ストリッピング可能なポリマー材料に好ましいパターン化プロセスとしては、直接印刷
が挙げられる。上述のように、ストリッピング可能なポリマー材料１３０を固化又は硬化
させることは、次のプロセス工程前に起こる。好適な印刷機又はパターン化方法は既知で
あり、例示されたフレキソ印刷機、グラビア印刷、インクジェット印刷、スクリーン印刷
、噴霧コーティング、ニードルコーティング、フォトリソグラフィー的パターン化、及び
オフセット印刷を含む。
【００６５】
　好適なパターンは、幅又は長さのいずれかである最小の寸法がゼロマイクロメートルを
超える、例えば０．００１マイクロメートル超かつ１マイクロメートル未満、１０マイク
ロメートル未満、１００マイクロメートル未満、１ｍｍ未満、又は１０ｍｍ未満である、
特徴を含む。特徴の大きさの一切の上限は、上に印刷がなされる基材の大きさによっての
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み限定される。ロールツーロール印刷の場合、これは、ウェブの機械方向において有効に
不定である。これらの特徴は、星形、正方形、長方形、又は円形などの、パターン化され
得る任意の形状をとってよい。多くの場合、特徴は、タッチスクリーンの構成要素として
使用されるために接触に対して感応性である、平行線又はグリッドとなる。
【００６６】
　ストリッピング可能なポリマー材料のパターン（ストリッピング可能なポリマー層）１
３２が導電性ナノワイヤ層１１６に適用されると、次の工程で層１１６をパターン化する
ために使用され得る。ストリッピング可能なポリマー材料は基材から剥離され、基材１３
２の１つ又は２つ以上の第２の領域において導電性ナノワイヤ層を除去し、それによって
、パターン化導電性ナノワイヤ層を形成する。
【００６７】
　ここで図７を参照すると、ストリッピング可能なポリマー層が除去されており、これは
、ストリッピング可能なポリマー層の下層にある領域から導電性ナノワイヤ層１１６も除
去する。上にパターン化されたストリッピング可能なポリマー材料を有しない領域では、
導電性ナノワイヤ層１１６は基材１１４上に残る。このように、剥離工程中、導電性ナノ
ワイヤ層の露出した領域は、ライナによって基材から除去されない。ストリッピング可能
なポリマー層の除去後、導電性接着剤層は、上記のように、導電性ナノワイヤ層１１６を
電子装置に電気的に接続するように適用され得る。
【００６８】
　図８を参照すると、タッチスクリーンアセンブリ２００の一例は、電子アセンブリ構成
体２７０のための基材を提供する、ガラス層２１４に隣接するＬＣＤ層２７２を含む（図
５参照）。電子アセンブリ構成体２７０は、導電性接着剤層２５０を介してフレキシブル
回路２６０に電気的に接続される導電性ナノワイヤ層２１６を含む（図５参照）。フレキ
シブル回路２６０上の電気トレース２８０は、コンピュータ、携帯電話、タブレットなど
のディスプレイ装置の構成要素に、アセンブリ２００を接続する。電子アセンブリ構成体
２７０を覆う可撓性透明面２７６は、ディスプレイ装置のユーザとの対話型操作点を提供
する。
【実施例】
【００６９】
　９５重量％のＣｌｅａｒＯｈｍ（商標）Ｉｎｋ－Ｎ　Ｇ４－０２（Ｃａｍｂｒｉｏｓ　
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，Ｓｕｎｎｙｖａｌｅ，ＣＡから入
手可能）及び５重量％のイソプロピルアルコール（Ｓｉｇｍａ　Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｓｔ．
Ｌｏｕｉｓ，ＭＯから入手可能）からなる混合物を、１リットルの透明なボトル内で撹拌
することによって混合して、以下でナノワイヤ配合物と称されるコーティング配合物を得
た。
【００７０】
　ナノワイヤ配合物を、スロットダイを使用して、約１５．０μｍの予め計測された湿潤
フィルム厚を標的として、１０ｆｔ（３ｍ）／分のウェブ速度で、５ミル（０．１３ｍｍ
）厚のポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）基材（Ｄｕｐｏｎｔ，Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏ
ｎ，ＤＥから入手可能なＭｅｌｉｎｅｘ　ＳＴ－５０４フィルム）上に６インチ（１５ｃ
ｍ）幅でコーティングして、基材上にナノワイヤ層を形成した。次にナノワイヤ層を、空
気衝突オーブン内で約２分間１０５℃の温度に加熱して、コーティングされ乾燥した、透
明かつ導電性のナノワイヤ層をもたらした。
【００７１】
　ナノワイヤ層並びに基材の光学的透過率及びヘイズを、Ｈａｚｅ　Ｇａｒｄ　Ｐｌｕｓ
（ＢＹＫ　Ｇａｒｄｎｅｒ　ＵＳＡ，Ｃｏｌｕｍｂｉａ，ＭＤ）で測定し、それぞれ９２
．２％及び１．４％と決定した。シート抵抗は、２点式プローブ測定によって決定された
ときに５０～７５Ｏｈｍｓ／Ｓｑ．であると測定された。
【００７２】
　２．５重量％のＵＶ硬化性印刷インク（Ｆｌｉｎｔ　Ｇｒｏｕｐ　Ｐｒｉｎｔ　Ｍｅｄ
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ｉａ　Ｎｏｒｔｈ　Ａｍｅｒｉｃａ，Ｂａｔａｖｉａ，ＩＬ）と、９７．５重量％のメチ
ルエチルケトン（ＭＥＫ）との混合物を、ナノワイヤでコーティングされた基材上に、パ
ターン化フォトポリマースタンプを使用するフレキソ印刷によって、パターンとして堆積
させた。印刷されたパターンは、６ｍｍのピッチ上の３ｍｍ幅ダウンウェブの列からなり
、パターンを作製するために使用されたフレキソ用具は、パターンを画定した画像に基づ
いて、Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ｓｙｓｔｅｍｓ（ＳＧＳ，Ｍｉｎｎｅａｐ
ｏｌｉｓ，ＭＮ）によって製作された。レジストマトリクス材料を、（約０．３～２．０
マイクロメートルの湿潤コーティングをもたらすと評価される）１．０ＢＣＭ／平方イン
チのアニロックスロールを使用して、１０ｍ／分の速度で印刷した。混合物を空気衝突オ
ーブンに通してＭＥＫを蒸発させ、得られたパターン化ＵＶ硬化性層に、窒素パージ雰囲
気内で２３６ワット／ｃｍ２のＦｕｓｉｏｎ　Ｈ電球（Ｆｕｓｉｏｎ　ＵＶ　Ｓｙｓｔｅ
ｍｓ，Ｉｎｃ．から入手可能）を用いて、高強度のＵＶ光を照射した。
【００７３】
　９９重量％のＭａｃＤｅｒｍｉｄ　Ｐｒｉｎｔ　ａｎｄ　Ｐｅｅｌ（ＭａｃＤｅｒｍｉ
ｄ　Ｉｎｃ．，Ｄｅｎｖｅｒ，ＣＯ）及び１．０重量％のＴｒｉｔｏｎ　Ｘ－１１４界面
活性剤（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯから入手可能）からなる
混合物を、ストリッピング可能なポリマー層として使用するために調製した。ストリッピ
ング可能なポリマー組成物を、以前の工程で得たパターン化レジスト上に、１４番のメイ
ヤーロッド（Ｒ．Ｄ．Ｓｐｅｃｉａｌｔｉｅｓ，Ｗｅｂｓｔｅｒ，ＮＹから入手可能）を
使用して上塗りし、次にオーブンに入れて２分間乾燥させた。ストリッピング可能なコー
ティングが乾燥し、室温に冷却されたら、印刷されたレジストによって保護されていない
領域においてナノワイヤを剥離するように、フィルムを基材から剥離した。
【００７４】
　２層の３Ｍ　８７０３導電性接着剤転写テープを、３ｍｍ幅の透明電極のうちの１０個
の対向端及び接続端に適用した。次に、２つのパターン化された銅のフレックステールを
、パターン化された透明電極と整列させ、露出した３Ｍ　８７０３導電性接着剤に積層し
た。次に、フレックス回路をＫｉｅｔｈｌｙマルチメーターで試験して、フレックス回路
の端部間の導線が単離されかつ導電性であることを実証し、透明伝導体とパターン透明ナ
ノワイヤ層との間の直接的なテール接合を確認した。
【００７５】
　本発明の様々な実施形態を説明してきた。これらの実施形態及び他の実施形態は、以下
の特許請求の範囲内にある。本発明の実施態様の一部を以下の項目［１］－［２２］に記
載する。
［１］
　電子アセンブリを製造するための方法であって、
　基材上のパターン化導電性ナノワイヤ層を覆うレジスト層に導電性接着剤を適用するこ
とと、
　電子的構成要素の電気接点を前記導電性接着剤と係合させて、前記電子的構成要素と前
記導電性ナノワイヤ層との間に電気的接続を提供することと、
　を含む、方法。
［２］
　前記導電性接着剤が、中に金属粒子を有する接着剤の層を備える、項目１に記載の方法
。
［３］
　前記金属粒子が、銀、金、銅、アルミニウム、及びこれらの組み合わせから選択される
、項目２に記載の方法。
［４］
　前記導電性接着剤が、アクリル系感圧性接着剤、熱接合接着剤、又はこれらの組み合わ
せを含む、項目２又は３に記載の方法。
［５］
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　前記レジスト層が、約１０ナノメートル～約３００ナノメートルの厚さを有する、項目
１～４のいずれか一項に記載の方法。
［６］
　前記レジスト層が、約４０ナノメートル～約２００ナノメートルの厚さを有する、項目
１～４のいずれか一項に記載の方法。
［７］
　前記レジスト層が、約１．３０～約２．５０の屈折率を有する、項目１～６のいずれか
一項に記載の方法。
［８］
　前記導電性接着剤が、テープを含む、項目１～７のいずれか一項に記載の方法。
［９］
　前記基材上の前記パターン化導電性ナノワイヤ層が、
　ナノワイヤを含む導電性層で基材をコーティングすることと、
　前記導電性層上にレジストマトリクス材料でパターンを適用して、露出した導電性層の
１つ又は２つ以上の第１の領域と、レジストマトリクス材料の１つ又は２つ以上の第２の
領域と、を前記基材上に生成することと、
　前記レジストマトリクス材料を固化又は硬化させることと、
　前記パターンにストリッピング可能なポリマー層を上塗りすることと、
　前記ストリッピング可能なポリマー層を固化又は硬化させることと、
　前記ストリッピング可能なポリマー層を前記基材から剥離することと、
　前記露出した導電性層を前記基材の前記１つ又は２つ以上の第１の領域において前記基
材から除去して、前記基材上にパターン化導電性層を形成することと、によって生成され
、前記パターン化導電性層が、前記レジストマトリクス材料によって覆われるナノワイヤ
を含む、項目１～８のいずれか一項に記載の方法。
［１０］
　前記基材上の前記パターン化導電性ナノワイヤ層が、
　ナノワイヤを含む導電性層で基材をコーティングすることと、
　前記導電性層上にストリッピング可能なポリマー液形成層でパターンを適用して、露出
した導電性層の１つ又は２つ以上の第１の領域と、前記ストリッピング可能なポリマー液
形成層で被覆された１つ又は２つ以上の第２の領域と、を前記基材上に生成することと、
　前記ストリッピング可能なポリマー液形成層を固化又は硬化させてストリッピング可能
なポリマー層にすることと、
　前記ストリッピング可能なポリマー層を前記基材から剥離することと、前記基材の前記
１つ又は２つ以上の第２の領域において前記導電性層の部分を除去して、前記基材上にパ
ターン化導電性層を形成することと、によって生成される、項目１～８のいずれか一項に
記載の方法。
［１１］
　前記導電性接着剤が、
　基材上の前記パターン化導電性ナノワイヤ層を覆う前記レジスト層に転写テープの第１
の側面を適用することであって、前記転写テープの前記第１の側面が、金属粒子を含む接
着性マトリクスを含む第１の導電性接着剤層を備え、前記接着性マトリクスが、感圧性接
着剤、熱接合接着剤、又はこれらの組み合わせを含み、前記金属粒子が、前記レジスト層
から突出するナノワイヤと接触する、適用することと、
　前記第１の側面の反対側の前記転写テープの第２の側面上で、電子的構成要素の金属接
点を導電性接着剤層と係合させて、前記電子的構成要素と前記導電性ナノワイヤ層との間
に電気的接続を提供することと、によって適用される、項目１に記載の方法。
［１２］
　電子アセンブリであって、
　導電性ナノワイヤのパターンを上に備える基材であって、前記導電性ナノワイヤが、レ
ジストマトリクス材料の層によって覆われる、基材と、
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　前記レジストマトリクス材料の層上の導電性接着剤と、
　前記導電性接着剤と接触している電子的構成要素の電気接点と、
　を備える、電子アセンブリ。
［１３］
　前記レジストマトリクス材料が、約１０ナノメートル～約３００ナノメートルの厚さを
有する、項目１２に記載の電子アセンブリ。
［１４］
　前記レジストマトリクス材料が、約４０ナノメートル～約２００ナノメートルの厚さを
有する、項目１２に記載の電子アセンブリ。
［１５］
　前記導電性接着剤が転写テープを備え、前記転写テープが、前記レジストマトリクス材
料の層と接触する第１の導電性接着剤層を上に有する第１の側面と、前記第１の側面の反
対側の第２の側面と、を備え、前記第２の側面が、前記電子的構成要素の前記電気接点と
接触する第２の導電性接着剤層を備える、項目１２～１４のいずれか一項に記載の電子ア
センブリ。
［１６］
　前記第１の導電性接着剤層が、金属粒子を含む接着剤のマトリクスを含み、前記接着剤
が、感圧性接着剤、熱接合接着剤、及びこれらの組み合わせを含み、前記第１の導電性接
着剤層内の前記金属粒子が、前記導電性パターン及び前記レジストマトリクス材料から突
出するナノワイヤと接触する、項目１５に記載の電子アセンブリ。
［１７］
　前記金属粒子が、銀、金、銅、アルミニウム、又はこれらの組み合わせを含む、項目１
６に記載の電子アセンブリ。
［１８］
　前記電子的構成要素が、フレキシブル回路を含む、項目１２～１７のいずれか一項に記
載の電子アセンブリ。
［１９］
　項目１～１１のいずれか一項に記載の方法に従って製造される、電子アセンブリ。
［２０］
　タッチスクリーンディスプレイであって、
　液晶ディスプレイと、
　電子アセンブリであって、
　前記液晶ディスプレイ上のガラス基材であって、導電性ナノワイヤのパターンをその上
に備え、前記導電性ナノワイヤが、レジストマトリクス材料の層によって覆われる、ガラ
ス基材と、
　前記レジストマトリクス材料の層上の導電性接着剤と、
　前記導電性接着剤と接触しているフレキシブル回路の電気接点と、を備える、電子アセ
ンブリと、
　前記電子アセンブリを覆う可撓性透明面と、を備える、タッチスクリーンディスプレイ
。
［２１］
　前記第１の導電性接着剤層が、金属粒子が充填された接着剤のマトリクスを含み、前記
接着剤が、感圧性接着剤、熱接合接着剤、及びこれらの組み合わせを含み、前記第１の導
電性接着剤層内の前記金属粒子が、前記導電性パターンから突出して前記レジストマトリ
クス材料へと至るナノワイヤと接触する、項目２０に記載のディスプレイ。
［２２］
　前記レジストマトリクス材料が、約１０ナノメートル～約３００ナノメートルの厚さを
有する、項目２０又は２１に記載のディスプレイ。
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